
1 

 

第６期 雲南市農業委員会第８回総会議事録 

 

１．日  時   平成３０年２月２２日（木） １３：２９～１５：００ 

 

２．場  所   市役所５階 委員会室 

 

３．出席委員（１７名） 

１番 錦織邦男   ２番 高田 耕   ３番 竹内 勉   ４番 奥田 武 

５番 神田邦昭   ６番 小山益男   ７番 山本裕子   ８番 吉廣丈晴 

１０番 三原治雄  １１番 吾郷正司  １２番 高橋美佐子 １４番 三島輝昭 

１５番 柳原昌広  １６番 嘉本輝雄  １７番 山本博子  １８番 内部武雄 

１９番 加藤一郎   

 

４．欠席委員（２名） ９番 佐藤博子  １３番 橋本 博 

 

５．事務局又は説明者  事務局長 長妻英文   企 画 官 土屋和則 

            統括主幹 女鹿田比文  統括主幹 白築 香 

 

６．傍  聴   １名 

 

７．議事日程 

 日程第１  議事録署名委員の指名 

 日程第２  諸報告 

 日程第３  議案の上程 

・議第５７号 農地法第２条の規定による非農地通知に対する承認について 

・議第５８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

・議第５９号 農地法第４条の規定による許可申請について 

・議第６０号 農地法第５条の規定による許可申請について 

・議第６１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

 

８．議  事 

発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

定刻になりました。 

ご起立ください。 

一同互礼。 

ご着席ください。 

 

ただ今の出席委員は１７名であります。 

定足数に達しておりますので、雲南市農業委員会第８回総会を開会いたします。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、会議規則第１３条の規定により、１５番柳原昌広委員、１６番

嘉本輝雄委員を指名します。 

 

日程第２、諸報告を行います。 

事務局より説明を求めます。 

 

【諸届及び会務等について事務局より報告並びに説明】 

 ・合意解約届出（農地法第１８条第６項）の受理について 

・農地等返還通知（使用貸借解約）の受理について 

・公共事業の施工に伴う廃土処理に係る届出書の受理について 

・農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について 

・会議等の報告事項について 

・会議等の予定について 

 

 以上で諸報告を終わります。 

それでは、諸報告について質問等がありましたら、挙手の上発言をお願いします。

なお、発言をされる委員は、最初に議席番号とお名前をお願いいたします。 

質問はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

質問が無いようですので、以上で諸報告を終わります。 

 

日程第３、議案の上程を行います。 

それでは最初に、「議第５７号 農地法第２条の規定による非農地通知に対す

る承認について」を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

 

 議案書９ページ「議第５７号 農地法第２条の規定による非農地通知に対する承

認について」でございます。１０ページに詳細を載せています。 

今回非農地通知に関わる調査を実施した地区は〇○町〇○地区です。農事組合法人

□□□さんが耕作されている地域になります。図面では１ページに位置図を載せてい

ます。左側の太い点線が松江尾道線で、中ほどにたたらば壱番地と書いていますがこ

こが雲南吉田ＩＣになります。右側は掛合町と吉田町を結ぶ主要地方道掛合上阿井線

で、吉田町の町中に入るすぐ手前のところが□□□さんの営農区域になります。 

□□□さんは、利用権の借り換えを進めておられまして、中間管理機構を通じた集

積を進めておられるところです。現在中間管理機構で設定されている農地が、田が１

１２筆で 147,945 ㎡、畑が１筆で 1,594 ㎡、相対での利用権設定が４筆で 8,057 ㎡あ

ります。経営面積の実に９５％が機構に集積されている状況です。非農地通知に関わ
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発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

２番 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

る関係者につきましては、議案の詳細のとおりです。所有者は１２人で２４筆、面積

が 15,481㎡。内訳として、田が１１筆の 9,365㎡、畑が１３筆の 6,116㎡でございま

す。こちらは、○○推進委員さんと現地確認をおこなっております。１月１９日にお

こないました。 

資料１をご覧ください。非農地通知ということで詳細を載せています。２番の農地

に該当するか否かの判断の流れということで、①で農事組合法人□□□の役員さんと

1 月に入りまして話をしております。続いて 1 月に現地確認をおこなっております。

現地確認の写真は、図面の２ページから６ページにかけて載せております。今年に入

りまして役員の方と話をして、法人の中でも地域の農地について話をされて、荒廃農

地、いわゆる赤になっている農地について非農地とするということで話をされたとこ

ろであります。事務局の方からは、事前に非農地通知をするということに対して事前

の通知を送っております。今回総会に上程しているところでございます。３番の非農

地の判断の理由というところで書いておりますが、裏面には農業委員会内規というこ

とで載せております。図面に写真を載せていますが、大変大雪でございました。当日

大雪でしたが、平たくなったところについては、雪を掘って笹が繁茂している状況を

確認したり、明らかに山林については目視で確認したりしています。現在の状況とし

ては、山林となっているもの１６筆、原野となっているものが８筆という状況でござ

います。 

非農地通知の対象となる農地についてですが、耕作不適などやむを得ない事情によ

っていずれも１０年以上耕作放棄をされており、自然改廃し雑木等が繁茂した農地で、

農地への復旧が困難な土地であることから、非農地と判断して問題ないと考えており

ます。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

ただ今、事務局より説明がありましたが、確認委員で補足説明があれば、説明をお

願いいたします。 

 

 （無しの声あり） 

 

ただ今、事務局から説明をいたしましたが、質疑はございませんか。 

 

 ２番○○です。さっき聞き洩らしたかもしれませんが、この時期に非農地通知、証

明と言いましょうか非農地の判断をしなければいけない理由はなんでしょうか。つま

り雪がかぶっているときに、さっき掘ってみたという話もありましたが、なんでこの

時期かというのを教えてもらいたい。春まで待てなかったのか、それとももうちょっ

と早く雪が降る前にできなかったのか。というのはどう受け止めたらいいんでしょう

かね。 

 

 実はこちらの方も集積を進められているという現状がございまして、またもう一つ

は〇○地区の方では法人さんあるいは集落営農の方のネットワークというものが今協

議されているところであります。その中で集積率を高めたいというような意向もござ
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発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

２番 

 

 

事務局 

 

 

 

 

２番 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いまして、農地中間管理機構に対する集積率というところもこの中でポイントになる

ということで、非農地というところがそのポイントになるというところがございまし

た。それが今年度のところでおこないたいという話がありまして、非農地ということ

であればこちらの方も非農地に該当する部分についてはやっていかないといけないと

いうこともございますので、こちらの方もそれで取り組んだということでございます。

その集積率というところでは、２月末のところでの集積率がポイントになるというこ

とで、この時期にさせていただいたということでございます。以上でございます。 

 

 要するに分母を小さくしたいということですわな。これでどのくらいの法人さんは

集積率なんでしょうかね。 

 

 今申し上げた９５％というのは、全体の利用権の設定の中で中間管理機構に集めら

れた面積が９５％ということになりますが、地域での農地の面積のうち中間管理機構

ということになるとまた面積が違います。今その資料を持っていませんので改めて確

認をさせていただければと思います。 

 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

 納得のいく説明ではないけれど、時期はこういうときになったということで、もっ

と早く取り組めばよかったかもしれないですが、集積率は２月末をもって集積率を出

すということだから、たまたまこういう時期になったということでご理解をいただき

たいと思います。 

 

 他に質疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので、質疑を終わります。 

次に討論を行います。討論はございませんか。 

 

 討論かわかりませんが、もう一つこれを見てて感じたのはね、農振区分のところが

ね、農用地区域が結構多いんですよね。再々言ってしつこくて恐縮ですけれども、農

業委員会として市の方に、農政課の方に農用地区域のもう一回抜本的な見直しをしな

いと。雲南市の農業振興、雲南市の農業ビジョンを検討しておられるようですけれど

も、そもそもの農地がどういうことかということを整理しないで農業ビジョンの検討

をすること自体がいかがかという感じを受けましたよね。これを見てもね、２４筆の

内２１筆ですからね。面積は別としてもね。こういうようなのを置いといて、農業ビ

ジョンの議論に入ることはどうかな。土台をちゃんと見直して、土台というかベース

をしっかり見ていってから農業振興というところをいくべきでないかと見て感じたん

ですわ。機会がありましたらね、市との意見交換との機会があったらちょっとこのへ
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発信者 議   事   録   要   旨 

２番 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

１８番 

 

議 長 

 

事務局 

 

１８番 

 

 

 

議 長 

 

んを一つテーマに是非いい機会に取り上げて。何か今年度から５カ年計画で雲南市の

ビジョンをね、農業ビジョンを作るということをこないだ説明を受けておりますんで、

ちょっとこれを見て感じたとこなんですけどね。以上です。討論というより意見みた

いなものなんですけどな。 

 

 農業振興地域の在り方は勉強した方がいいな。やっぱりおっしゃるように農業振興

地域のことは、そうやらざるを得ない地域もありますので、そういったことも含めな

がらそれを農業振興地域を設定する担当課とまた農業委員会との話し合いの機会をこ

ういったところへお出かけいただいて考え方を説明（いただきたい。） 

 

 もうちょっと言えばね、集積率を上げようってんで今の時期に非農地証明をやろう

としている訳でしょう。ということは農振地域、要するにこういうところからね、少

し本当にね、地籍も関連してくるのかもしれんけれども、マネーそれはちょっといじ

れなければね、本当に農業振興を対象にする地域、農地かどうかというところはしっ

かりね、マンパワーがいると思うんですよ。誰が調査して歩くか、判断もなかなか難

しいかと思いますけれどね。ここまで来ちゃうとね、非常に人が老齢化していく、農

業がなかなか難しい時期になった時に、本当に必要な農地かどうかっていうのはね。

昔みたいに災害があったら補助金がもらえるからみんなカバーしとけなんていう時代

なんかはとっくに終わってますからね。そういう視点じゃなくて本当に雲南市の農業

をね、しっかり発展させていかんちゅうかね、そこからの議論がいる時期じゃないん 

ですかね。と思います。以上です。 

 

 これを設定した時代はおっしゃるように、都市計画区域、住居区域とそれ以外はみ

んな農振地域という形にして、おっしゃるように農業災害が起きた時や土地改良をす

る時に、その指定がしてないと補助金がぜんぜんもらえんと、不利なことだったから、

それ以外は農業振興地域になっている。雲南市の全体の実態でしょう。都市計画区域

とか住居区域以外はほとんど農業振興区域になっている。 

 

 （○○）各町、前から町によって違う。 

 

 若干違うかね。 

 

 大東はかなり広めにとって（います。） 

 

 大東は広いですがね。山の奥までほとんどそうなって。加茂の場合はちょっと少な

いけどね。雲南市やっと一緒になったことだし、見直して全体で一緒なやり方をして

いかんといけんと思います。○○さんの言われたとおりで。 

 

 おっしゃるとおり。その会を一回設けるということでいいでしょうかね。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このご意見は農政課に話しておきます。 

 

 他に討論はございませんか。 

 

 （無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

 お諮りいたします。「議第５７号 農地法第２条の規定による非農地通知に対

する承認について」は、提案のとおり非農地として承認することにご異議ございま

せんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第５７号 農地法第２条の規定による非農地通知に対する承認に

ついて」は、提案のとおり非農地として承認することに決定いたしました。 

 

 次に、「議第５８号 農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

 事務局より説明を求めます。 

 

議案書１１ページ「議第５８号 農地法第３条の規定による許可申請について」説

明します。１２ページをご覧下さい。 

申請番号１番 

○○町○○△△-△外１筆。地目は登記簿、現況ともに田で面積が 2,564㎡です。権

利の種別は３条の有償移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さんです。申請事由は、

「高齢になり耕作が困難なため譲受人に譲渡する。」ということです。譲受人は、○○

町○○の△△△△さん、申請事由は、「申請地を譲り受け農業経営を拡大したい。」と

いうことです。土地代は１０ａ当たり 200,000円で、確認は○○推進委員さんです。   

    

申請番号２番 

○○町○○△△-△。地目は登記簿、現況とともに田で面積合計は 981㎡です。権利

の種別は３条の無償移転で、譲渡人は○○市○○町の□□□□さんです。申請事由は、

「遠方に住んでおり４０年位前より耕作をしてもらっていた。」いうことです。譲受人

は、○○町○○の△△△△さん、申請事由は、「申請地を譲り受け農業経営を主宰する。」

ということです。土地代は無償で、確認は○○推進委員さんです。 

 

申請番号３番 

○○町○○△△-△外３筆。地目は登記簿田、現況は畑で面積合計は 2,596㎡です。

権利の種別は３条の有償移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さんです。申請事由

は、「高齢の母と二人暮らしで、労力不足の為耕作が困難になったため譲り渡す。」い



7 

 

発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うことです。譲受人は、○○町○○の△△△△さん、申請事由は、「申請地を譲り受け

農業経営を拡大する。」ということです。土地代は１０a当たり 600,000円で、確認は

○○推進委員さんです。 

 

申請番号４番 

○○町○○△△-△。地目は登記簿、現況ともに畑で面積は 125㎡です。 

権利の種別は３条の無賞移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さんです。申請事由

は、「高齢になり耕作が困難になったため譲渡する。」いうことです。譲受人は、○○

町○○の△△△△さん。申請事由は、「申請地を譲り受け、農業経営を主宰する」とい

うことです。土地代は無償で、確認は○○委員さんです。  

 

申請番号５番 

○○町○○△△-△外１７筆。地目は登記簿、現況ともに田が９筆、畑は９筆ずつで

面積の合計は 13,870㎡です。権利の種別は３条の使用貸借で、貸付人は○○町○○の

□□□□さんです。申請事由は、「高齢になり耕作が困難になったため後継者に貸付け

る。」いうことです。借受人は、○○町○○の△△△△さん。申請事由は、「申請地を

借り受け、農業経営を主宰する」ということです。□□さんは農業者年金の受給者で

今回再設定をされるものです。土地代は親子ということで無償で、確認は○○委員さ

んです。 

 

申請番号６番 

○○町○○△△-△。地目は登記簿、現況ともに田で面積は 110㎡です。権利の種別

は３条の有賞移転で、譲渡人は雲南市○○町の□□□□さんです。申請事由は、「水路

だった箇所を用途廃止し譲り渡す」いうことです。譲受人は、○○町○○の△△△△

さん。申請事由は、「申請地を譲り受け、農業経営を主宰する」ということです。土地

代は１０ａ当たり 51,000円で、確認は○○委員さんです。 

 

申請番号７番 

○○町○○△△-△。地目は登記簿、現況ともに田で面積は 952㎡です。権利の種別

は３条の賃貸借で、貸付人は○○町○○の□□□□さんです。申請事由は、「後継者が

農業をしない為申請地を貸付けする。」いうことです。借り受人は、○○町○○の△△

△△さん。申請事由は、「申請地を譲り受け、農業経営を主宰する」ということです。 

土地代は１０ａ当たり 5,000円で、確認は○○推進委員さんです。 

以上の案件について、「周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が

生ずる恐れはなく、譲受人の経営農地は全て耕作されており機械の保有、農作業の従

事状況等からみて全ての農地について効率的に利用できるもの」と見込まれ、下限面

積要件も満たしています。したがって、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上提出の案件につきまして、ご審議をお願いします。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局の説明を終わります。「議事参与の制限」に該当する申請番号７番の案件がご

ざいますので、最初に「議事参与の制限」に該当する申請番号７番を除く案件につい

てご審議いただきます。 

 

 ただ今、事務局より説明がありましたが、確認委員で補足説明があれば、説明をお

願いいたします。 

 

（無しの声あり） 

 

ただ今、事務局から説明をいたしましたが、質疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので、質疑を終わります。 

次に討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

 お諮りいたします。「議第５８号 農地法第３条の規定による許可申請について」、

申請番号７番の案件を除く申請番号１番から６番については、申請のとおり許可する

ことにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第５８号 農地法第３条の規定による許可申請について」、申請番号７

番の案件を除く申請番号１番から６番については、申請のとおり許可することに決定

いたしました。 

 

 それでは次に、「議事参与の制限」に該当する申請番号７番の案件について審議いた

します。雲南市農業委員会会議規則第１０条「議事参与の制限」により、３番○○委

員にはご退席願います。 

 

 （〇○委員退席） 

 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、確認委員で補足説明があれば、説明をお

願いいたします。 

 

（無しの声あり） 
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発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今、事務局から説明をいたしましたが、質疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので、質疑を終わります。 

次に討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

 お諮りいたします。「議第５８号 農地法第３条の規定による許可申請について」、

申請番号７番の案件については、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第５８号 農地法第３条の規定による許可申請について」、申請番号７

番の案件については、申請のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 ３番○○委員にはご着席願います。 

 

 （〇○委員 着席） 

 

 次に、「議第５９号 農地法第４条の規定による許可申請について」を議題と

します。 

事務局より説明を求めます。 

 

議案書１６ページ「議第５９号 農地法第４条の規定による許可申請について」提

出のあった案件について説明をいたします。１７ページをご覧ください。今回６件の

提出がありました。 

申請番号１番 

○○町○○△△-△。地目は登記簿、現況ともに畑で申請面積は 9.90 ㎡です。申請

人は、○○町○○の□□□□さん、転用目的は墓地で墓碑１棟を建築されます。転用

理由は、現在の墓地は高所にあり参拝するのが大変で宗廟にし住宅近くの申請地に新

築し移転したいとのことです。農用地除外は平成２５年１月に許可されています。確

認は○○推進委員さんです。 

農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地である」

ことから、第２種農地と判断致しました。許可条項は、法第４条第６項第２号に規定

する「申請に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより転用目的を達成するこ

とができない。」場合の「代替性なし」に該当すると考えます。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請番号２番 

○○町○○△△-△外１筆。地目は登記簿、現況ともに畑で申請面積は 25.97㎡です。

申請人は、○○町○○の□□□□さん、転用目的は墓地及び管理地で墓碑１棟を建築

されます。転用理由は、現在の墓地は遠方の山中にあり、維持管理が困難な為申請地

へ移転したいとのことです。農用地除外は平成２９年１２月２５日に事前了承が出さ

れています。確認は○○委員さんです。 

農地区分、許可条項は申請番号１番に同じです。 

 

申請番号３番 

○○町○○△△-△。地目は登記簿、現況ともに田で申請面積は 8.4㎡です。申請人

は、○○町○○の□□□□さん、転用目的は墓地で墓碑１棟を建築されます。転用理

由は、現在の墓地が参道の先にあり、管理や参拝が出来ない為申請地に移転したい。

とのことです。農用地除外は平成２９年８月２２日に許可が出されており確認は○○

委員さんです。 

農地区分、許可条項は申請番号１番に同じです。 

 

申請番号４番 

○○町○○△△-△。地目は登記簿、現況ともに田で申請面積は 9.9㎡です。申請人

は、○○町○○の□□□□さん、転用目的は墓地で墓碑１棟を建築されます。 

転用理由は、現在の墓地は元屋敷の近くにあり参拝するのが大変で、住居近くの申請

地に新設移転したいとのことです。農用地区域外で確認は○○推進委員さんです。 

農地区分、許可条項は申請番号１と同じです。 

 

申請番号５番 

○○町○○△△-△。地目は登記簿、現況ともに田で申請面積は 461㎡です。申請人

は、○○町○○の□□□□さん、転用目的は車庫、物置、作業場 186.76㎡を建築され

ます。転用理由は、手狭なため申請地に車庫、作業場や物置を設置したいとのことで

す。始末書が出されており、昭和６０年ごろ、申請者のお父様が作業場を建築した時

に申請をしていると思っていました。その後も、平成１０年に車庫、平成２０年に作

業場、車庫を増築し現在まで利用してきましたとのことです。農用地区域外で確認は

○○推進委員さんです。 

農地区分、許可条項は申請番号１と同じです。 

 

申請番号６番 

○○町○○△△-△。地目は登記簿、現況ともに田で申請面積は 109㎡です。申請人

は、○○町○○の□□□□さん、転用目的は工事の間の資材置場で平成３１年３月３

１日までの一時転用です。転用理由は、自宅前のブロック工事の施行にあたり、工事

の間、重機や資材置場として利用したいとのことです。この地域は、農用地区域であ

り、通常の場合は農用地除外申請が必要となりますが、一時転用の場合、３年未満の

期間については、この除外申請の必要はありません。農用地除外は平成３０年１月末
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発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

１５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

２番 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

受付分にて申請をされています。確認は○○推進委員さんです。 

農地区分、許可条項は申請番号１と同じです。 

以上報告いたします。ご審議についてよろしくお願いします。 

 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、確認委員で補足説明があれば、説明をお

願いいたします。 

 

１５番〇○です。５番の案件ですが確認委員は〇○推進委員さんでございますが、

始末書が出ておりますので説明をいたします。先ほど事務局から説明がありましたが、

この案件は昭和６０年ごろに作業場として新築をし、その申請人のお父様がやられて、

農業委員会に農業施設として届を提出していると理解しておられたようです。その後、

平成元年に外便所などを増築。その後平成１０年には車庫、平成２０年には作業場、

車庫を増築して利用して今日に至っておられます。工事は、建築業を営んでおられた

ため、空いた時間を利用し自分でおこなっておられたようです。２００㎡以内であれ

ばと思っておられたようですが、現状は農機具倉庫でないということでありました。

そのため転用届を出していただいたところです。農地法を知らなかったとはいえ、大

変申し訳なく思っておりますということで、今後はこういうことが無いようにいたし

ますのでよろしくお願いします。ということでございますのでご審議よろしくお願い

いたします。 

 

 他に補足説明はございませんか。 

無いようですので、ただ今事務局並びに確認委員から説明をいたしましたが、質疑

はございませんか。 

 

 いいですか１点。２番〇○ですが、１番の件ですが備考のところで農用地除外２５

年１月許可とあるんですが、何か決まりがありましたっけ。何年以内に何とかしない

かんとか。つまり、いつになるかわかんないけどもとりあえず許可とっとこう。とい

うようなことがね。さっきから繰り返して恐縮ですが、農用地区域ですから。それを

ね５年近くこのままで置いておくということがね。何か事情があったんかもしれませ

んがね。何かその辺がわかれば教えてもらうとありがたいですけどね。 

 

 これまでもそういう形で何年か前に除外を受けてるもので出てきておりますが、期

間的な定めはありません。古いもので言うと平成１０何年というものも出てきており

ます。それについては、こちらの方でもチェックがなかなかできなくて、本当はどう

なっているかということで、もし事業を止められるということであれば編入してもら

うという指導が必要かなと思いますけれども、まだそういうところまでは至っておら

ないというのが現状です。期間的な定めは特にないということでございます。以上で

す。 

 

 そのようです。他に質疑はございませんか。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 私の方からすまないですが、始末書が付いているものですが、農地パトロールでは

指摘してありますね。ちゃんと。 

 

 前農業委員さんもずっとお願いというか指導をしていたということです。 

 

 そのことが一番大事で、県の農業会議に出ると、農地パトロールの時に指摘してな

いということになると、何のための農地パトロールだったのかということになり、農

地パトロールで指摘したらいい具合に出てきたというようなことが前提にないといけ

ない。農地パトロールでやる時に必ず指摘をいただいて、なかなか応じてもらえない

人もあるけれど、徐々に良くなっていくという形が理想的だと思い聞いてみたところ

です。他に質疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので質疑を終わります。 

次に、討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

 お諮りいたします。「議第５９号 農地法第４条の規定による許可申請につい

て」は、島根県農業会議常設審議委員会からの意見聴取が不要の案件です。申請のと

おり許可することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

 よって、「議第５９号 農地法第４条の規定による許可申請について」は、申

請のとおり許可することに決定をいたしました。 

 

 次に、「議第６０号 農地法第５条の規定による許可申請について」を議題と

します。 

事務局より説明を求めます。 

 

議案書１９ページ「議第６０号 農地法第５条の規定による許可申請について」提

出のあった案件について説明をいたします。２０ページでございます。 

 申請番号１番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿畑・現況宅地で面積は 245㎡です。権利の種別は

所有権移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、譲受人は○○町○○の△△△△

さんです。転用目的は車庫物置で、車庫兼倉庫 102 ㎡を整備されます。転用理由は、
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発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自宅隣接地に車庫兼倉庫を整備する」ということです。昨年１２月に農用地区域除

外の事前了承がされています。始末書が提出されており平成１５年に着工してしまっ

たということです。土地代は１０ａ当り 122,000 円で確認は○○委員さんです。農地

区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地である」こと

から、第２種農地と判断致しました。許可条項は、法第５条第２項第２号に規定する

「申請に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより転用目的を達成することが

できない」場合の「代替性なし」に該当すると考えます。 

 

申請番号２番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿田・現況畑で面積は 406㎡です。権利の種別は所

有権移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、譲受人は○○町○○の△△△△さ

んです。転用目的は駐車場で、事業用駐車場 406㎡を整備されます。転用理由は、「建

具工場横で事業用の駐車場を整備する」ということです。昨年１２月に農用地区域除

外の事前了承がされています。土地代は１０ａ当り 400,000 円で確認は○○推進委員

さんです。農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農

地である」ことから、第２種農地と判断致しました。許可条項は、申請番号１番とお

なじと考えます。 

 

申請番号３番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿現況とも畑で面積は 252㎡です。権利の種別は使

用貸借で、貸付人は○○町○○の□□□□さん、借受人は〇○市〇○町〇○の△△△

△さんです。△△さんは□□さんの息子さんで現在、市外でアパートに暮らしておら

れますがこの度、両親の近くに住宅を新築されるものです。転用目的は個人住宅で、

居宅 60 ㎡、駐車区画２台分を整備されます。転用理由は、「両親宅の隣接で居宅を新

築する」ということです。農用地区域除外で確認は○○委員さんです。農地区分は「農

業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地である」ことから、第２

種農地と判断致しました。許可条項は、申請番号１番とおなじと考えます。 

 

申請番号４番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿田・現況雑種地で面積は 325㎡です。権利の種別

は賃貸借で、貸付人は○○町○○の□□□□さん、借受人は○○町○○の△△△△さ

んです。転用目的は事業用地で、車両置き場１３台分を整備されます。転用理由は、

「自動車販売事業用の車両置き場を整備する」ということです。始末書が提出されて

おり、平成２０年から利用してしまっていたということです。昨年１２月に農用地区

域除外の事前了承がされています。賃借料は１０ａ当り年額 740,000 円で確認は○○

委員さんです。農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低

い農地である」ことから、第２種農地と判断致しました。許可条項は、申請番号１番

とおなじと考えます。 

 

申請番号５番 
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発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

６番 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１７番 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１番 

 

 

 

 

 

○○町○○△△-△外２筆、地目は登記簿田・現況荒廃農地、面積は合計で 5,688

㎡です。権利の種別は所有権移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、○○町○

○の□□□□さん、○○市〇○町の□□□□さんで譲受人は雲南市長です。転用目的

は宿泊施設整備で宿泊施設 1,100㎡、駐車区画５０台分を整備されます。転用理由は、

「老朽化した宿泊施設を増改築する」ということです。築５０年を経過し老朽化して

いる〇〇〇を再整備する計画で、今年度中に用地を取得し来年度から現施設の取り壊

しと改築工事に着手し平成３１年１１月完成の計画となっています。 

昨年１２月に農用地区域除外の事前了承がされており、確認は 1,000 ㎡を超えるこ

とから〇〇委員さん、○○委員さん２名の委員さんです。農地区分は「農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い農地である」ことから、第２種農地と判

断致しました。許可条項は、申請番号１番とおなじと考えます。 

 以上の案件につきましてよろしくお願いいたします。 

 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、確認委員で補足説明があれば、説明をお

願いいたします。 

 

 ６番〇〇です。申請番号 1 番の案件でございますが、そこに書いてございますよう

に平成１５年ごろですが、農地法の認識不足ということから農地法の許可を得ないで

転用、事前着工をされ、車庫倉庫として使用されておりました。今後は農地法他関係

法令を守ってこのようなことがないようにしたいということでございますのでよろし

くお願いします。 

 

 他に確認委員で。はいどうぞ。 

 

 １７番〇〇です。始末書案件申請番号４番ですけれども、〇〇委員さんが欠席です

ので、説明をさせていただきます。始末書が提出されていますので読ませていただき

ます。農地法第５条の許可申請をするにあたり、〇〇市○○町○○△△-△の土地は田

でしたが、石等が多数あり耕作に適さない土地であったため平成２０年から車両置き

場として賃貸借しておりました。本来なら農地法の許可を得て利用すべきところ、農

地法の認識不足から事前着工をしておりました。今後は、農地法を遵守してまいりま

す。固くお誓いいたします。とのことです。審議をお願いいたします。 

 

 他に補足説明はありませんか。はいどうぞ。 

 

 １番〇〇です。1,000 ㎡以上案件ということで申請番号５番、○○町○○、〇○〇

用地ということで３筆ほど出ております。昨年の１１月に〇〇委員さんと私とで現地

調査を行ったということでございますけれども、まず図面の方、８３ページをご覧い

ただければと思います。ご覧いただいたように、申請地３筆、□□□□さん、□□□

□さん、□□□□さん。その周辺に既存の〇〇〇の用地があります。それで、上の方

は国道３１４号線。申請地の下の方は斐伊川。右手は既存の〇〇〇用地ということで、
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発信者 議   事   録   要   旨 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１番 

 

 

 

１８番 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

三方が農地以外であります。従いまして周辺の農地に与える影響はないということ。

用水についてもここ以外の用水はありませんので、用水に対する影響もないというこ

とでございます。ちなみにですね、新たな施設というのは□□□□さんという名前と

□□□□さんという名前、間に線が、土地境がありますけれどあそこにちょっと長屋

みたいな感じで宿泊施設ができるということ。□□□□さんの土地の一部に駐車場が

できると。□□□□さんの土地については特に何も計画は今のところ聞いてないです

が、一体利用ということでここも整備されるということであります。実際現地調査を

したということ、それからこれまでの農地の利用調査においても現況はＢ分類、赤で

ございます。そういうこともあって、特に農地としてどうこうということはもうない

ということでございますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 他に補足説明はございませんか。ただ今事務局並びに確認委員から説明をいたしま

したが、質疑はございませんか。 

 

 〇〇〇の件だけど、あの辺の周りはだいたいこのような値段かね。田が。オラが見

るとように荒れた投げてある土地だが。なんでこのようなことを言うかというと、行

政の基本は隣接の土地の単価、事業の単価の平均をとったものでやっていくというの

が基準だけど、あの周りはそういうことだということだね。道路を買うにしても。 

 

 値段のことについてはいろいろ紆余曲折あったようでして、結局宅地並みの評価を

したということですので、周辺はとてもこんな値段では農地としては買えないという

ことで、特殊な事案ということであります。 

 

 半分くらいはもう荒れとったということでしょう。 

 

 全部荒れとった。全部荒れてえらいとこだった。足元を見られたということ。雲南

市が。ただ、行政の用地交渉を進める時は必ず隣接と類似でやっていかんと、税金を

預かっている訳で皆さんのお金を預かっている訳で指摘を受ける。本当は。普通だっ

たら議会で指摘されてしまうが。今その力もないかな、議会も。 

他に質疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので質疑を終わります。 

次に、討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

 お諮りいたします。「議第６０号 農地法第５条の規定による許可申請につい
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発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て」、はじめに本案件のうち、島根県農業会議常設審議委員会からの意見聴取が不

要である申請番号１番から４番について、申請のとおり許可することにご異議ござい

ませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

 よって、「議第６０号 農地法第５条の規定による許可申請について」、申請番

号１番から４番について、申請のとおり許可することに決定をいたしました。 

 

 次に、本案件のうち、島根県農業会議常設審議委員会からの意見聴取が必要となる

申請番号５番について、申請のとおり許可相当であると確認することにご異議ござい

ませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

 よって、「議第６０号 農地法第５条の規定による許可申請について」、申請番

号５番について、申請のとおり許可相当であると確認することに決定いたしました。

今後、島根県農業会議常設審議委員会で審議され、許可を適当と認められた場合は、

会長専決により許可を決定いたします。 

 

次に、「議第６１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認に

ついて」を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

 

議案２３ページをご覧ください。「議第６１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農

用地利用集積計画の承認について」説明いたします。２４ページをご覧ください。 

今回利用権設定計画ということで４１件の申し出が出ております。設定土地につき

ましては、田８９筆、畑５筆合計９４筆でございます。土地面積についてはご覧いた

だければと思います。出し手農家数が４０戸、借り手農家数が２０戸、申し出件数と

いたしまして、〇○町１４件、〇○町１５件、〇〇町２件、〇〇町５件、〇〇町５件

の設定申し出となっております。２５ページ以降詳細を付けておりますが、申請番号

３６番から４０番までが借受人がしまね農業振興公社という案件になっております。

〇〇町の案件につきましては、農事組合法人〇〇さんが借受けられる予定のものでご

ざいます。新規に預け入れられるもので中間管理機構を介した転貸を予定されている

ものでございます。１３筆、面積 17,657㎡の申出となっています。 

最後の４１番については、〇〇町の□□□さんが借り受けられる計画のものであり

ます。昨年１２月に区域内の農地のほとんどの農地について、中間管理機構に対して

再設定がおこなわれております。中間管理機構の案件は以上でございます。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

１４番 

 

 

議 長 

 

１６番 

 

 

議 長 

 

８番 

 

 

議 長 

 

１５番 

 

 

議 長 

 

３番 

 

この全ての計画とも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件である「全ての

農用地を効率的に耕作すること、農作業に常時従事すること、農用地利用集積計画の

内容が基本構想に適合するものであること」の要件を満たしていると考えます。 

以上、ご審議よろしくお願い致します。 

 

 ただ今、事務局より説明がございましたが、慣例により各町でご協議いただくこと

とします。また、協議の際、議事参与の制限に該当する申請番号３４番と３５番の案

件がございますので、協議の際にご配慮ください。 

１４時５０分まで、暫時休憩といたします。ご協議をお願いします。 

 

 （休憩） 

 

会議を再開します。 

先ほど、休憩中にご協議いただいた結果を、各町より発表していただきます。最初

に議事参与の制限に該当する案件である申請番号３４番と３５番を除く案件について

各町より発表していただきます。 

〇〇町お願いします。 

 

１４番〇〇です。協議しましたところ妥当と判断いたしました。よろしくお願いい

たします。 

 

 次に〇〇町お願いします。 

 

１６番〇〇です。〇〇町１５件につきまして妥当と判断いたしました。よろしくお

願いいたします。 

 

次に〇〇町お願いします。 

 

 ８番〇〇です。２５番、２６番の２件に関して〇〇町で審議いたしまして、妥当と

判断しました。 

 

 次に〇〇町お願いします。 

 

 １５番〇〇です。〇〇町の５件とも妥当と判断しましたのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

次に〇〇町お願いします。 

 

 ３番〇〇です。〇〇町ですが議事参与を除く２件を除きます残り３件ですけれども、

２件は再設定、１件は新規に□□□さんが農地バンクの方と契約されるということで、
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発信者 議   事   録   要   旨 

３番 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

２番 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

２番 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

いずれも妥当と判断いたしました。以上です。 

 

ただ今、各町から発表のとおり許可妥当ということですが、質疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

質疑を終わります。 

次に、討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

 

ちょっといいですか。１点。中間管理機構を使うってんでね、みんなで取り組みし

ているんですが、何か新規の分も結構出ておりましてね。つまりここに借り手の人が

新規でおられるのがあるわけですが、実際その人がやるにしても、貸し手側はね、中

間管理機構に貸して、中間管理機構がこっちの実際の借り手の方に貸すという形が一

般的に取られてるんで、なんで中間管理機構を利用しないのかなというのがちょっと

気になったんです。考えられるのは、年数が短いからかなと単純に思ったんですけれ

どそういうことでいいですかな。理解は。案件によって違うんですかね。 

 

解釈をお願いします。 

 

 今中間管理機構に借りられる期間というのは５年です。そのことも影響しているこ

とと、もう一つは借り受け人として登録しなければならないということがございます。

登録までしてと一般の人は思われていると思います。そこらがネックになっていると

思います。 

 

 他に質疑はございませんか。 

 

 借りる人にちょっと説得せんといかんといけんじゃないですかね。登録受けません

かとね。あれだけ中間管理機構を通じてね、使ってね、取り組んでいこうという中で

ですな、なんか何となく流れでいきゃあこうかねどうかなと感じが、年数がネックか

なあと思っておったんですが、そうじゃないわけですな。なんか難しく受け止めてい

るんかね。借り手、実際に借りてる人がね。制約受けるとかね。ちょっとまあわかり

ませんけどね。 

 

 今随時受付、毎月受け付けてすぐ登録できるような、要件的なことも特にありませ

ん。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８番 

 

 

 

 

 

 

２番 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 そういう説明をしてあげてね。実際やっておられる人もおられるであろうし、ちょ

うどいい機会でね、切り替えるときに、というのをちょっと見してもらってね。こな

いだ大東で中間管理機構の話を聞いたばっかりだったものだから。その人たちみんな

登録してもらってはどうかねと。するとね中間管理機構をとおしたという形で、まあ

形だけになっちゃってちょっと悪いかもしれんですけどね、整理は非常にスマートな

感じがしますよね。というのをちょっと印象を受けたもんだから。なんか年数かな、

３年何かが結構あったもんですからね。そっちの方が問題かなと思って見させてもら

ったんですけどね。ちょっとつまらんことを言いましたが終わります。 

 

 〇〇さん言われることはようわかっておりますけどね。今さらそげなどさくれたこ

とをしなくても、今まで近くでね、たのんけんおまえやってごさっさいという話しで

やってもらったとこが多々ありましてね。そぎゃんとこは、そのほうが期間だてても

う５年も先、生きとるか生きとらんかわからんに、そぎゃんことまでせでも、近くで

お願いするというのもたくさんありましてね。なかなかメリットというもんがあんま

りないわけだから。まあ、いろいろあります。 

 

 感想でちょっとそう感じたところです。 

 

 大事なことです。率直な意見を言われて。ちょうど今日中間管理機構も傍聴しとら

れますけん、理解が頂けると思いますが。現場で進める場合にはそういったことを常

に頭に置きながらね、物を進めていかんと農地集積が難しいということです。他に質

疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

次に討論に移ります。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

お諮りいたします。「議第６１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

計画の承認について」、申請番号３４番と３５番を除く案件については、申請のとおり

全て妥当として市長に報告することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第６１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」、申請番号３４番と３５番を除く案件については、申請のとおり全て妥当と

して市長に報告することに決定いたしました。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

３番 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

それでは次に、議事参与の制限に該当する申請番号３４番と３５番の案件について

のみ審議いたします。 

雲南市農業委員会会議規則第１０条議事参与の制限により、１番〇〇委員にはご退

席願います。 

 

（〇〇委員退席） 

 

それでは、申請番号３４番と３５番の案件について、先ほどご協議いただいた結果

を〇〇町より発表していただきます。 

 

３番〇〇です。２件ございますが、いずれも再設定です。〇〇さん大変なかなか引

き受けのないところを続いて受けていただくということで、ありがたく思っておりま

す。妥当と判断いたしております。よろしくご審議のほどお願いします。 

 

ただ今協議結果について発表いただきましたが、質疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

質疑を終わります。 

次に、討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

お諮りいたします。「議第６１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

計画の承認について」、申請番号３４番と３５番の案件については、申請のとおり妥当

として市長に報告することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第６１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」、申請番号３４番と３５番の案件については、申請のとおり妥当として市長

に報告することに決定をいたしました。 

１番〇〇委員にはご着席願います。 

 

（〇〇委員 着席） 

 

以上で、本日の議事日程は全て終了しました。閉会といたします。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご起立下さい。 

一同互礼。 

 ご着席ください。 

 

次にその他事項に入ります。 

【その他事項】 

(1) 平成３０年度標準農作業料金等について 

(2) 遊休農地の利用意向調査結果について 

(3) 農業委員会内規に関する申し合わせの一部改正について 

(4) 平成３０年度県農業・農村施策に対する提案・意見について 

 

 

 

 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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